
特
定
不
妊
治
療
費
を
補
助
し
ま
す

　

市
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け
て

い
る
夫
婦
の
経
済
的
及
び
精
神
的

負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
治
療
▼
体
外
受
精
、

顕
微
授
精

補
助
対
象
者
▼
次
の
す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
方

①
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る

②
夫
婦
の
双
方
ま
た
は
一
方
が
、

1
年
以
上
、
市
内
在
住
で
あ
る

③
特
定
不
妊
治
療
以
外
に
妊
娠
が

望
め
な
い
と
医
師
が
判
断
し
て

い
る

④
茨
城
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関

で
実
施
す
る
特
定
不
妊
治
療
で

あ
る

⑤
市
税
を
完
納
し
て
い
る

補
助
金
額
及
び
補
助
期
間
▼
特
定

不
妊
治
療
1
回
に
つ
き
、
体
外
受

精
5
万
円
、
顕
微
授
精
10
万
円
。

※
1
年
度
当
た
り
2
回
を
限
度
と

し
、通
算
2
年
間
補
助
し
ま
す
。

／
友
部
保
健
セ
ン
タ
ー

℡
0
2
9
6
（
７
７
）
9
1
4
5

笠
間
保
健
セ
ン
タ
ー

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
7
7
1
1

岩
間
保
健
セ
ン
タ
ー

℡
0
2
9
6
（
４
５
）
7
8
8
8

わ
な
猟
免
許
取
得
経
費
を
助

成
し
ま
す

　

イ
ノ
シ
シ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
に
よ

る
農
作
物
被
害
が
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
農
作
物
を
守
る
た
め
の

支
援
策
と
し
て
、「
わ
な
猟
免
許
取

得
経
費
の
助
成
」を
実
施
し
ま
す
。

助
成
対
象
▼
新
た
に
わ
な
猟
狩
猟

免
許
を
取
得
し
た
者
（
市
内
在
住

者
に
限
る
）

助
成
対
象
経
費
▼
狩
猟
免
許
申

請
手
数
料
（
5
，
2
0
0
円
）、

狩
猟
免
許
予
備
講
習
会
受
講
料

（
8
，
0
0
0
円
）

・

／

本
所
農
政
課
（
内
線
5
2
6
）

笠
間
支
所
農
政
課
笠
間
分
室
（
内

線
7
2
1
3
3
）

岩
間
支
所
農
政
課
岩
間
分
室
（
内

線
7
3
1
5
2
）

医
療
福
祉
制
度
（
マ
ル
福
）

を
ご
存
知
で
す
か

　

マ
ル
福
制
度
と
は
、
各
種
健
康

保
険
の
加
入
者
が
、
病
院
や
歯
科

医
院
な
ど
の
医
療
機
関
に
か
か
っ

た
と
き
に
、
医
療
費
が
助
成
さ
れ

る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

種
類
ご
と
に
一
定
の
所
得
要
件
が

あ
り
ま
す
が
、
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
、
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
（
内
線
1
4
2
）

狩
猟
免
許
試
験
及
び
予
備
講

習
会
の
ご
案
内

■
狩
猟
免
許
試
験

日
時
▼
7
月
21
日
㊋
、
8
月
9
日

㊐
、
9
月
1
日
㊋
の
3
回
午
前
9

時
30
分
〜

場
所
▼
茨
城
県
狩
猟
者
研
修
セ
ン

タ
ー
（
笠
間
市
石
寺
6
8
0
）

受
験
資
格
▼
県
内
在
住
の
満
20
歳

以
上
の
方

申
請
書
類
▼
狩
猟
免
許
申
請
書
、

写
真
、
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料

（
5
，
2
0
0
円
）、
診
断
書
、
住

民
票

申
請
期
限
▼
各
試
験
実
施
日
の
10

日
前
ま
で

・

茨
城
県
央
環
境
保
全
室

℡
0
2
9
（
3
0
1
）
3
0
4
7

■
狩
猟
免
許
試
験
予
備
講
習
会

日
時
▼
7
月
19
日
㊐
、
8
月
1
日

㊏
、
8
月
29
日
㊏
の
3
回
午
前
9

時
〜

場
所
▼
茨
城
県
狩
猟
者
研
修
セ
ン

タ
ー

受
講
料
▼
8
，
0
0
0
円
（
狩
猟

読
本
・
例
題
集
を
含
む
）

・

社
団
法
人
茨
城
県
猟
友
会

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
7
7
3
0

市
民
参
加
型
農
作
物
被
害
対

策
「
わ
な
猟
講
習
会
」
参
加

者
募
集

日
時
▼
7
月
3
日
㊎
午
後
1
時
30

分
〜
（
受
付
午
後
1
時
〜
）

場
所
▼
笠
間
公
民
館
2
階
会
議
室

対
象
▼
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の

方
（
主
に
農
業
者
）

内
容
▼
狩
猟
免
許
の
概
要
、
鳥
獣

の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
な

ど
。

定
員
▼
60
名
（
先
着
順
）

参
加
費
▼
無
料

・

／

本
所
農
政
課
（
内
線
5
2
6
）

笠
間
支
所
農
政
課
笠
間
分
室
（
内

線
7
2
1
3
3
）

岩
間
支
所
農
政
課
岩
間
分
室
（
内

線
7
3
1
5
2
）

夏
休
み
親
子
水
道
教
室
参
加
者
募
集

　

水
道
教
室
に
参
加
し
、
私
た
ち

の
利
用
し
て
い
る
水
道
水
に
つ
い

て
学
び
ま
し
ょ
う
。

日
時
▼
8
月
1
日
㊏
午
前
8
時
50

分
〜
午
後
2
時

場
所
▼
茨
城
県
企
業
局
県
中
央
水

道
事
務
所（
那
珂
市
豊
喰
6
8
5
）

内
容
▼
水
に
親
し
む
イ
ベ
ン
ト
等

募
集
人
数
▼
小
学
3
〜
6
年
生
と

保
護
者
50
組
1
0
0
名

申
込
み
▼
住
所
、
保
護
者
名
と
児

童
名（
お
よ
び
学
年
）、電
話
番
号
、

参
加
希
望
を
明
記
の
上
、
次
へ
。

申
込
期
間
▼
7
月
3
日
㊎
〜
13
日
㊊

参
加
費
▼
無
料

・

㈶
茨
城
県
企
業
公
社

℡
0
2
9
（
3
0
1
）
1
1
3
3

℻  
0
2
9
（
3
0
1
）
1
1
3
5

マル福の種類 対象者 申請に必要なもの 助成額
県補助対象助成額 市単独助成額

乳 児 １歳児未満の乳児 子の名前が入った保険証、印鑑、銀行
の通帳またはカード

保険自己負担額から医療福祉
費自己負担額を除いた額

医療福祉費自己負担額
１医療機関
外来１日600円
１か月２日限度
入院１日300円
１か月10日限度

医療福祉費自己負担額
（外来・入院）
入院時食事負担額

幼 児 １歳以上小学校未就学児

妊 産 婦
母子手帳をもらっている妊産婦
※平成21年７月以降は対象病名
を限定（予定）

母子手帳、保険証、印鑑、銀行の通帳
またはカード
※平成21年７月以降は対象病名の証明書(予定)

母 子 ・ 父 子 母子家庭、父子家庭 保険証、印鑑、戸籍謄本、銀行の通帳
またはカード

医療福祉費自己負担額
（外来・入院）
入院時食事負担額の
１／２の額

重 度 障 害 者

障害者手帳１級または２級と３
級の内部障害者 障害者を証するもの（障害者手帳、療

育手帳、障害年金証書）、保険証、印
鑑、銀行の通帳またはカード 保険自己負担額 入院時食事負担額の

１／２の額
療育手帳「Ａ」と判定された方
障害年金１級受給者

高齢重度障害者 65歳以上の重度障害者 重度障害者と同じもの、後期高齢者医
療被保険者証

平成 21年　広報かさま 6月号 16



認
知
症
に
つ
い
て
の
標
語
を

募
集
し
ま
す

　
「
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
あ

り
た
い
」
そ
の
願
い
を
か
な
え
る

に
は
、
地
域
の
見
守
り
と
支
え
が

必
要
で
す
。

　

市
で
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
、
地
域
で
支
え
る
き
っ

か
け
づ
く
り
と
す
る
た
め
に
標
語

を
募
集
し
ま
す
。

　

入
賞
者
は
、
認
知
症
講
演
会

（
10
月
4
日
）
の
際
に
表
彰
し
ま

す
。
入
賞
作
品
に
は
、
記
念
品
と

し
て
図
書
券
を
ご
用
意
し
て
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

内
容
▼
認
知
症
を
テ
ー
マ
に
し
た

標
語
（
認
知
症
の
予
防
や
認
知
症

の
方
へ
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
）

部
門
▼
一
般
の
部
・
中
学
生
の
部

応
募
期
間
▼
6
月
15
日
㊊
〜
8
月

31
日
㊊

応
募
方
法
▼
市
役
所
及
び
各
支
所

等
に
用
意
し
て
あ
る
応
募
用
紙
、

ま
た
は
官
製
は
が
き
に
作
品
と
氏

名
、
住
所
、
年
齢
、
性
別
、
電
話

番
号
を
記
入
の
上
、
応
募
箱
、
郵

送
、
ま
た
は
F
A
X
で
次
へ
。

岩
間
支
所
内
岩
間
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー（
内
線
7
3
1
7
4
）

℻  
0
2
9
9
（
４
５
）
2
9
8
0

グ
リ
ー
ン
管
理
植
木
剪
定
技
能
講

習
会
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

受
講
日
▼
7
月
14
日
㊋
〜
23
日
㊍

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
7
日
間
）

場
所
▼
市
民
セ
ン
タ
ー
い
わ
ま

受
講
資
格
▼
市
内
在
住
で
就
職
・

就
業
を
希
望
す
る
58
〜
67
歳
位
ま

で
の
方

受
講
料
▼
無
料

定
員
▼
30
名
（
全
日
程
出
席
可
能

な
方
）

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
。

申
込
み
▼
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
笠
間
本
所
及
び
友
部
・
岩
間

各
支
所
に
備
え
付
け
て
あ
る
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
▼
6
月
29
日
㊊
〜
7
月

7
日
㊋
ま
で

・

／
㈳
笠
間
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー

本
所

℡
0
2
9
6
（
７
３
）
0
3
7
3

友
部
支
所

℡
0
2
9
6
（
７
１
）
2
7
7
1

岩
間
支
所

℡
0
2
9
9
（
４
５
）
7
7
8
1

夏
の
イ
ベ
ン
ト
情
報（
大
洗
町
）

大
洗
海
上
花
火
大
会
▼
7
月
25
日

㊏
（
延
期
の
場
合
翌
日
）、
大
洗

サ
ン
ビ
ー
チ
に
て

ビ
ー
チ
バ
レ
ー
in
大
洗
▼
7
月
25

日
㊏
・
26
日
㊐
、
大
洗
サ
ン
ビ
ー

チ
バ
レ
ー
コ
ー
ト
に
て

盆
踊
り
の
夕
べ
▼
8
月
2
日
㊐
、

大
洗
マ
リ
ン
タ
ワ
ー
前
芝
生
広
場

に
て

全
日
本
ビ
ー
チ
レ
ス
リ
ン
グ
選
手

権
大
会
▼
8
月
9
日
㊐
、、
大
洗

サ
ン
ビ
ー
チ
に
て

大
洗
八
朔
祭
▼
8
月
29
日
㊏
・
30

日
㊐
、
町
内
全
域
及
び
、
8
月
25

日
㊋
、
大
洗
磯
前
神
社
に
て
。

O
A
R
A
I　

C
U
P
サ
ー
フ
ィ

ン
＆
ボ
デ
ィ
ー
ボ
ー
ド
▼
8
月
29

日
㊏
・
30
日
㊐
、
大
洗
サ
ン
ビ
ー

チ
に
て

茨
城
ビ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ト
ー
ナ
メ

ン
ト
▼
8
月
29
日
㊏
・
30
日
㊐
、

大
洗
マ
リ
ー
ナ
に
て

大
洗
の
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
商
工
観
光
課
）

℡
0
2
9
（
2
6
7
）
5
1
1
1

６月11～20日／福祉作文
｢おばあちゃんの事故｣
６月21～30日／笠間の民
話「弥五郎の天王様」
７月１～10日／笠間支所
だよりから「話題あれ
これ」

エコフロンテアかさま監視委員会活動報告
（4月23日）

【平成20年度環境モニタリング】
　環境保全事業団より、大気・騒音・振動・悪臭・水質・土壌等
のモニタリング結果について資料の提出を求め、その資料に基づ
き説明を受けた。
①溶融炉排ガスの連続監視結果については、ばいじんは全時間管
理目標値を下回ったが、硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素・
一酸化炭素については、国の定める排出基準は下回っているが、
管理目標値をわずかに超える時間帯があった。すべての時間帯
で管理目標値を下回るよう改善が求められる。
②場内モニタリング井戸の調査では、4井戸中1井戸で鉄分・マ
ンガンが水道水質基準を超過したが、工事前調査と同様の傾向
である。
③河川水質については、「エコフロンティアかさま」からの雨水排
水が涸沼川に放流されることから、排出口の上流側と下流側の
2地点で四季調査を実施した。大腸菌群数は環境基準を上回っ
たが、その他の項目（31項目）については環境基準を満たし
ていることを確認した。
④敷地内現況保全地（湿地）については、ハッチョウトンボその
他の出現種数に大きな変動が見られなかったことや、シランが
新たな群落を形成して、個体数も増加している傾向にあるとの
調査結果が報告された。
⑤その他全般的に環境基準などの目標値を満足しており、今後と
も適正に維持管理していくことが求められる。

【次回の監視活動】
　施設の維持管理（一般廃棄物、産業廃棄物）について実施。

6 月の納税

■市県民税（1期）

納付期限
　　6月30日（火）
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